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第 6章公営公益企業の料金体系

第 l節はじめに

公益企業の料金設定に際しては，大きく分けて 2つの領域がある。一つは，

公益企業がすべての利用者(消費者)から料金を通じて稼得できる総収益(総

括原価)の大きさを評定する領域である。この領域については，前章で，公正

報酬原則1.総括原価主義(費用積上げ方式)，資本コスト方式，公共的必要コ

スト方式という料金設定原則の考察をとうして，取り扱ってきた。一般的に，

この領域は料金水準 (Ratelevel)ないしは料金設定として取り扱われている。

もう一つは，その料金収入総額(総括原価)を当該企業の用役を享受する利用

者全体にどのようにして料金として負担させるべきであるかという領域である。

一般的にこの領域は料金構成 (Ratestructure)ないしは料金体系として取り

扱われている。しかし これらの 2つの領域は明瞭に区分される領域ではなく，

密接不可分の領域である。

ところで， これまでの公益企業の料金設定についての考察は，前者の料金設

定(料金水準)に関することが多かった。なぜなら，料金設定(料金水準)は，

料金体系の前提であるばかりでなく，直接に利用者を対象とするのではなく，

公益企業が用役を供給するに要する一切の費用及び資本に対する公正な報酬を

賄うに足る程度の総収益の大きさを評定するという会計数値を主として対象と

するので，比較的に客観的基準によって対処できるからである。

一方，料金体系の場合には，直接，料金を負担する利用者(需要者)を料金

体系の対象とするので，客観的基準で対処できかねる分野が多くあるがゆえに，

料金設定(料金水準)に関する研究よりも少ない。また，前章でも述べたよう
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一般的に容認されるような公益企業の料金設定原則が，現在，

れていない上にこれを前提とする料金体系については，当該公益企業

サーピスの利用者が料金{直上げ時に，多少，関心を示すにすぎず，一般的にそ

れほどの切実性を感じていないのが現状であり，料金体系について，ほとんど

各公主主企業の判断にまかされているがゆえに，料金設定〈料金水準〉に関する

研究よりも少ないa

しかしながら，変転極まりなし 日本の文化や経済を漸進的

に発展させでいくためにi主公益企業の鍵全な発展が不可欠であ

には，公益企業が泉質なサーピスの供給をとうして利用者

れると同時に公益企業財務の基礎となる料金のあり方

そのため

に信頼さ

れな

ければならない。それゆえ， この芸誌の第一の課題として，公益企業の料金問題

において第二義的に取り扱われてきた料金体系について考察する。とりわけ，

料金体系の中での限界費罵料金形成論とニ部料金融jにつL

課題として，典型的公営公益企業である水道事業についての現行の一般的な料

金体系の内容を考察する。第三の課題として，前章で既述し

原J'l:llを前農として，第一・第二の諜舗を踏まえた上で，総費用を賄うだけの総

収入を満すために，需要者に賦課される料金負担が，各需要者の関にどのよう

に配分されたならば，公正な費用配賦という目標を達成できる る。

2節 限界費用料金形成論と二部料金制

i 限界費用料金形成論

公益企業料金体系の中で，限界費用料金形成理論をわが盟において最初に取

り上げたのは，国弘長人教授である。国弘教授比昭和29年に公益事業学会編

で出版した f吟益事業経営~公益事業費用論j の中で，生産販売量が最適操

業度以下の場合には，平均費用の方が摂界費期より大であり，最適操業度の場

合iこ詰，平均費用と限界費用が等しくなり，最溜操業度以上の場合には，隈界
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費用の方が平均費用より大となるので，盟界費用は最遺操業度そ実現する上に

おいて，きわめて大きな効果そもっと主張した上で，こ

公益事業の差別価格に応用すべきであると述べているヘ

公議企業料金棒系として，限界費用料金形成論が，わが国において最初に公

式の場で論議されたむは，賠和33年ヲ神戸大学で開催された第 8回公益事業学

王て?公益事業料金額度に関する諸問題j という

れた共同討論会であった。

限界費用料金形成論とは，一般的に公益企業の場合，題定費の割合が大きく，

かっ，逓減費用の営業であり，平均費用は摂界費現より大きくなるので，限界

をベースとして料金体系(構成)すれば，総i収益は総費用を賄うことがで

きずに赤字経営となるが，限界費用に基づいて供給される一層大なる公益企業

サーピスによって受ける社会的余剰は，その損失額径十分によまわるので，公

共団体の補場金等によってその損失額を棺殺すべきであるという理論である。

したがって，公共盟体の異才教が垣常的に硬重化しているがゆえに，総収益が

総費用を賄えない隈界費用料金影或論は，一部む近校経済学者に主張されてき

たが，現実の料金ケースに導入されていないc また，設界費用料金形成論が導

入されないもう一つの理由は，この理論は，需要を促進させることになるので，

現代的課題である資灘荷限に慕づく自然、環境保護と省資諜に反するようになち，

結果として眼界費用料金形成論の利点である資源配分効率の最適化にも反する

ようになるからであ

2 二 部料 金制

二部料金制とは，消費者が二議類の料金を支払う

企業の供給するサ…ビスを利用する権利に対

金)であり， もう一つは，消費されたサー

料金〉である。すなわち，二部料金制とは，

料金制であるc

る。一つは，公益

もれる盟定料金(基本料

もれる従量料金

従量料金が合体された

二部料金言語について，わが国において最初に理論として取り上げたのは， ~ヒ
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久一教授である。 昭和初年に公益事業学会編で出版した

経営~ r公益事業料金捧成論Jの中で，定額料金制や従量料金制と比較検討し

た上で，公益企業サービスの類語比 と消費量の双方に関連するが故に，

その二要素の上に捧戒されたニ部料金制は，そのいずれかの一つのよに構成さ

れたものよりも公正であり原磁講戒に一審正確に即応する必と論じている。そ

して，二部料金型論として著名なポブキンソン需要料金とライト

介している O

実務上，二部料金制は，昭和36(1961)年，第3D@]日

務常設調査委員長から提出された「水道料金体系の調査研究に関する中間報告

書j の中で，わが国では最初に公にされた。当時としては，今日

事業のそれぞれの法統，客観的状勢等から統一的な料金体系に縛めることは閤

難であったむしかし その後のよりよい理想的な料金体系に関し

ての謁査研究の契機となっ

二部料金棋のメワットきヂメワットについて福描するなちば，次のような点

を列挙することができるi九

メリット lと 従量料金制により摂界費用料金形成論のメリットで

ある資源配分効率を高めることができ，菌定料金制により

のデメリットである公共団体による補助金の必要性をなく ことができるc

メリットの第 2として，一般的に公益企業は，

iこ資本を投下するので，限界費用料金形成論では，

I崩定設議

された資本を囲収

しえなくなる位!換をともなうが，二部料金制の閤定料金は， このような危険を

ともなわな~ ¥0 それゆえ，二部料金制の料金体系による公話企業の経営は，限

界費用料金形成誌の料金持系による公益企業の経営より安定しているc

メリットの第 3として，一接的に諸費者は，日

ある。それゆえ，こまs料金制の従量料金'j:， 1 

で， …ビスの需要を{足進させる。

デメリット lとして，一般的に，

しがちで

り比較的，藤偏であるの

E定料金

の書IJ合が大きいので，年金生活者のような低所得者鴎や金量消費者麗にとって
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は，極めて震い負担となる。

デメリットの第 2として，捺員11として，公益企業の二部料金制の国定料金は，

ピーク・口…ド時の使用量に応じて，公正に諸費者iこ負指させることが適切で

あるが， ピーク・ロード時の祷嬰者層の使用量棋定が不可能で品うるので，二部

料金義11の国定料金を消費者に均等に負担させているc

ヂメリットの第 3として，二部料金制は需要を促進させる もつが， こ

サービス{掛消費量の増加と一致しないような場

不必要な追加プラントを生みfごすこととなり，その不必要な追加プラント

が当該公益企業の経営を正迫するようになるc

(注)

(1) 器弘員人福. w公益企業経営Jr公益事業費用論J公益事業学金繰，森白書活，昭

和29年 2丹， PP.126-131. 

(2) 北久一稿『公益企業経醤Jr公話事業料金靖成論」 森山書屈，

昭和29年 2J1， P‘206. 

(3) 閑島久雄編『現代日本の公益金業』由主主諺存議， r会議企業の料金と規制j 日本

経済評論社， 1987年 4月. pp.13-14. 

第 3節 公営公設企業(水道事業〉の料金体系

i わが菌の水道事業の料金体系

前節で既述したように，限界費用料金形成論が，近代経済学者に主張されて

いたにもかかわらず，ぞれが経営上，採算がとれないという理告で，現実の料

一スに採南されなかった。一方，二部料金制の場合，昭和36年の第諮問日

本水道協会総会での「水道料金体系の調査研究に関する中間報告書j に示され

た二部料金を契機として，その後，各公益企業は当該公益企業の置かれている

現状を踏まえながι徐々で;まるるが，二部料金艇を基本とする独自の料金体

系を考案し実施するようになったc



このように，二部料金制が次第に各公益企業に議透するようになった1960年

代の前半は， 日本が高度経済成長期に入り，道路を中心とする産業基盤整議事

業や地域開発等への地方財政の投入が増大し地方財政が議追してきた時期で

あった。それ中え， この地方挺政の議追と軌をーにして，地方公営企業は経営

華麗した。そこで， 1966年(昭和41年)，地方公営企業の独立採算制を

とした地方公営企業法の大改正が仔なわれた。

かくして，上記の地方公営企業法の大改正を背景として，日本水道協会は，

昭和42年7月， r原価を無視した低料金は，水道事業の鍵金な発授はもとより，

現状の維持され困難にするばかりでなく，故慢な本{受用を勤長する結果絵本

サービスの全般的な低下を招くことになるoJ という理患の下に，料金設定

の領域だけでなく，料金体系の領域までかなり詳細に言及された

f水道料金の算定についてi という子~I書的な小冊子を公表した。その後， こ

の小冊子に基づき，ロ謹二部料金制の料金体系に逓増料金制そ強化した昭和43

年疫の東京都堂水道事業を皮切りに，全国の各水道事業は， り

独自に料金体系した水道料金表告作成し実施するようになったむしかるに

ここでは，典型的公営公益企業であり，料金体系の改善に努力してきた水道事

いての現行の一般的な料金体系の内容について考察するG

わが国の現行の水道事業の料金体系比詔号IJ露罷主義を顎則とするc 個別原

とは，超々の絵本に要する鵠号IJ療器に基づいて料金を設定することであ

る。しかしながふ水道事業の錨別原舗は総括原価を使用水量で答IJって単価を

という単純なものでなL、c すなわち，水道事業は全ての需要者がピ…ク・

口…ド時にサービスを享受できるように施設されていなければならないc した

がって，細別原価はピーク・口一ド時を基準とし

したもの(1)でなければならないむ

かくして，上記のような特性をもっ鵠期原器に基づL

イヒするには，原告差の発生要留としての需要の特性iこ着目しその楚輿をもと

る1る要がある(2)と主張されるようになった。この主張とは，ニ部料金

としながら，個別原価主義の日後別料金制(3)を加えた
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制を意味するものであった。換言するならば，二部料金制iを前提としながら，

用途別料金制ゅではなく，口径引料金帝Ijを加味した口鑑別二二部料金制が適正な

料金体系であるという主皆のことを，昭和42年， 告本水道協会が?水道料金の

算定についてJに主張したのである。そして，それ以来，第 6 表に示され

ているように，期途男11料金制よりも口径日IJ料金制が，瀬次，増加するように

なった。

しかしこのように口径別二部料金制が水道料金体系において一般的となっ

ているにもかかわらず，市民の基本的生活水準が保障されなければならないと

いうシピ)v• ミニマムの考え方が，水道事業の根底にある。このシピん・ミザ

マムの考え方は，前述の限界費用料金形成論と軌をーにするところである。そ

れゆえ，公堂公益企業としての水道事業において健全な社会的規範とし

しているこのシピ)v• ミニマムの考え方を生かすために，単純な口箆別二部料

金市1] に対する修正が余儀なくされてきたむすなわち，単純な口径~Ilニ部料金制

における二部料金の慕本料金(間定料金)の割合を小さくすることによって，

低所持者舗とか/ト口需要者(家計〉が負担とならないようにシピル・ミニマム

の考え方が生かされる口密別二部料金制が，各水道事業によって独自に考案さ

れ実施されてきているヘ

いうまでもなく，水道事業のニ部料金は，基本料金と従量料金から構成され

ている口基本料金とは， f造用水量に関採なく水道事業が給水準櫛のために必要

な原価.として各徳用者に対し賦課する料金のことであり，サービスを和i期する

権利に対する支払L、を意味する。一方，従量料金とは，各使用者の使用水量に

対して必要とされる原錨として， りに配賦される探{亜のことであ

2 わが閣の水道事業料金の算定方法

言u述のわが閣の水道事業の口径}jll二部料金制という料金体系を踏まえて，現

在異体的な水道料金算定方法がどのように実砲されているかを考察する 9
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第 8 1楽 全器用途別・口彼完IJ年間有収水量とメータ…設置数

年間有収水量

期途月Ij 口径耳1]

昭和50 5，716，404 (61. 35J6) 3，601.693 C38.65J6) 

Btj和55 5，389，181 (52.・.58J6) 4.859.792 (47. 42J6) 

昭和60 6.358.196 (53. 72J6) 5，477.095 (46. 28J6) 

昭和61 6.542.214 (54.51J6) 5.459，898 (45.4号当)

昭和62 6.283.692 (51.03J6) 6.029.652 (48.97J言〉

昭和63

ぷE3A 五十

昭和50 17.836.881 (66. 04J~) 9，173.582 (33.96%) 27.010.463 (100J6) 

昭和55 15.200.209 (52. 13，9ぢ) 13，958.562 (47.87~ó) 29.158.771 (100%) 

昭和60 17.218.222 (51. 939ち〉 15.941.159 (48.07JO) 33.159.381 (1∞%) 

昭和61 17.464.857 (54.4596 14.608，531 (45.55%) 1 32，073，388 (100%) 

(注〉この農は，水道統計〈醸生省生活衛生層水道東境部編，日本水道協会発行，昭

和50年度，昭釦55年度，昭和60年痩，昭和61年震，昭和62年度，昭和63年度〉

より作成したもので、ある。

総括療髄を需要家費 変動費に配載する。

とは，主として需要者数に比例して賦課される費用であり，検針・

{数夜間係費，量水器開{系諸費等がこれに撰す。

とは，給水援の多寡に関孫なく水道蒐設を?遥正に維持拡大していくた

めに閤定的に公益企業に必要とされる推持管理費等の営業費及び減価償却費や

支払利息等の資本費用を;意味する。ただし需要家費に議する費用を控除した

ものである

変動費とは，薬品賞 受本費並びに需要家費また さな

いその他の費用であって，機ね，給水撃の増減に比例する費用である。
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固定費， と従量料金に配載するa

1.需要家費は，実使用水震に関係なく水道事業が給水準縄のために必要な

療器と l¥う意味をもっ費用であるので，全額を基本料金に配賦する。そし

て，各接現者に対する配賦札以下の基準とする。

検針・設校関{系聾等各i実現者について均等に要する費用は，

対して均等に配賦する。

量水器関係諸聾は，各{実用者の霊水器の取得活誌に基づいて差l:llj配賦す

る。

2の i 国定費は基本料金とj逆襲料金に配分される。こ

2極頴の方法があるの

題定費総額に対

の比率を乗

法む

し

国定費総額のうち，配給本部門費を基本料金と

る方法。

は，以下の

と平均配水量との差

とする方

{告を水量料金とす

以上の 2つの方法のうち， φの方法が基本料金と従量料金に配分する方誌と

して合理的である。なぜなら，たとえ使用水量ゼ、口の需袈者に対しても， どー

ク・ロード時における{実用可能に対し，あらかじめ水増事業は設備を整えてお

く必要あるので，最大配水議から平均自己水量を差引いた分を全ての需要者から

基本料金として徴収すべきであるというをうの方法が，合想的であるからである。

2め註 固定費の基本料金として配分された額を諜接種別(口能汚Ij)に配賦

する。この配賦には，以下の 3議類の方法があ

⑦ 理論流量比( よ づ。これを理

論的に計算した人がWilliams・Hazen(ウィリアムス・へーズン〉であ

る。〉と

③理論流量比と

@ 理論流量比と

して配賦す

して配賦する

もしくは最大配水時間における各使用者群ご
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との結合需嬰の比を考意して配賦する方法。

以上の 3つの方法の中で，の方法が最も理想的であるといわれている。し

かしし， これらについての実讃を把握することが悶難であるという実情かち

般的に苔水j遊麓事業は，。の方法を採用せずに，舎の方法をアレンジした形で採

用している。具体的には，理論i来最比をそのまま使用せずに，理論流量比に負

荷率などの地械の需要実態等を考慶するという考えの下に，理論流量比を構正

した捕正流翠比を捷用し需要種別に各書要者に均等に配賦している。

しかし補正流量比は，客観的，理論的な数鑑を理論流量比に補正して律ら

れたものでない。しかるに，各水道事業は，今後，最大配水日もしくは最大配

水時間における各使用者群ごとの結合需要の比という客観的，理論的な数植が

求められるように，過去のデータを分析・検討しながら，の方法のシュミ

レ…ションを実施して，実態に適合するようにそデん化をして，そのそデルが

現実に実施されるようにすべきである。

2のIII 酉定震から従量料金に配分された額は，変動費に合算される。

3.上記の合算された変動費は，従量料金の総額となり，給水量単{函当りに

均等に配賦される。

しかし現実には， r追加的プラントの必要性を可能な限り回避すること J

や f水資諒の節約と効率化Jという主旨から，従量料金の単舗は均…単錨帝jで

なく，第 6 2表のような口径月IJに能鴎水撃の多寡に応じて数段噂iこ累進され

る累進蓋男11単揺制の需要抑制機能を包摂した口径時IJ二部料金制が，一般的に採

屠されている。

また，シビル・ミニマムの考え方が二部料金制という料金体系だけでなく，

現実のその他の水道料金算定でも生かされている。すなわち，第 6-2 

されているように小口密給水管(日程25級以下〉の使舟者に対しての{車用水

量 iヶ月当り 10ばまでを基本水量としその基本水量分の料金を基本料金とす

多くなり，ー穀化されている。さらに，完全な口佳別制

というのではなく，第 6 2表ぬような「一般用Jr公衆浴場・水泳ブール

用j 等というように，大まかに用途別に分組した上での口経男1]ニ部料金軒がー
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第 6-2農水灘料余袈

怨下記料金にはj待費税 (3%)が含まれています。

水 道 料 金

用途月IJ 

*盤料金(1 rri'につき)
口径別 基本料金

第 1段階 第 2投譜 第 3設藷

mm 

13・20
0-----10 -dlcd~  

ばまで 190丹 200円 210円
25 1，900 

30 
1---印 d 一一時|

40 200円 210円 220円

毅

j!印
間 一一一一 1--川 l5m~  

47，500 I ... I 5，OOOm' 
210円 230円

107，400 1 ..  I 220円

173，800 

日 41rri'-----

1 :iOO I 100 p:j I 11 0円 120円

場公衆子谷

40 3，800 

1--耐 i日~200dl山~

110円 120内 130円

y汚ブk 〈

50 6，400 

75 

1--附 I 5山~ノレ 100 120円 5，000rri' I 140円
用 130円

水道料金の計算例

メーターの口径が20附(一般用)の家震で 1ヵ月間の棲用水壌が35mぷの場合

水道料金問基本料金十*最料金

35rri'... (基本水簸i+ (第 l段暗i+ (第 2段i巷}
¥1Orri' !¥1Orri' !¥15rri' / 

6，350円二二 1望450p:j 1 ， 900円 + 3，000丹

(10rri' x 190円)(15rri' x 200円)

出 第6-2表 *j護料金表'i.弘前市水道事業の現行料金表(平成 2年5
月分か込実態〉である。
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般的である。

かくして，上記のよう きを経た口径}jIJ二部料金制によって，

一較的に本選料金が決定されているのである。

(注)

(1) 寺罵晃j羊著 f日本の71<道事業3東洋経済新報社，昭和56年， p.I08. 

(2) 現代公益事業講譲編集委員会編. r現代公益事業講~6 合議事業料金織成論料

金算定事例」小原睦寄稿，電力新報社参詔和50年 7月. p.326. 

(3) 給水管の口窪別により需要者群を区分した料金制度である。口窪別料金制が適切

であるという理患として，小原降吉民は以下の 3点を指損している。

1.給水替の口径差により，各額要者の毘有療価に椿差が認めるれること

2. 給水管の口笛援が，待問的最大可能流量の楚巽を示しているので，需嬰の持性

もこれをもとに判別できること G

3. 確実，明確に類別できること。

現代公益事業議鹿編集委員会編，前?易欝• IJ¥恵珪官権， p.326‘ 

出 わが醸の水道事業料金制度Ij:，従来，水器需要警の用途を基準とし允ー接用，営業

用，浴場用，工場用などにじま分された用途別料金制であった。しかし，用途問料金

制は，近年，以下のような理由により滋少し，口径別料金制が増加しているα

1.原価的裏付けを伴わない?d意的な設定を排除できないこと。

2.料金差別の前提としての水の薦議が，社会・経済の変化に伴い，変革しているに

もかかわらず，制震としての料金制の中ではこれに即応した語理が必ずしもとりえ

ないこと O

財団法人 毒気通信総合研究所縁公益事業における新しい料金体系に撰する

研究』 昭和田年 3月， p.170. 

(5) 小口径給水管(口窪25mm以下〉の{車用者iこ対しての鐙用水議 iケ丹lOnfまでを基

本水撃とし，その慕本水量分の料金を基本料金とする水道事業が，近年，多くなっ

てきている O

(6) 寺躍晃j羊著，前f島欝， p.106. 

(7) 8 本水道協会端， ~水道料金の算定について』昭和昨年?月. p. 1之

第 4節結 び

これまで，わが国の水道料金体系と水道料金算定方法について考察してきた。
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二部料金の基本料金の割合を小さくすることによって，低

とかIJ¥口需要者

の考え方が生かされる

らかになっ

なちないように， シピル・ミニマム

一般的に誤用されてきたことが明

また水道料金算定方法においては， i追加的プラントの必要性を可能な摂

ち屈避することJや f水資源の節約と効率化」や「小口{受給水管使用者へのシ

どん・ミニマムの適用j という主皆を生かすため，口経別に使用水量の多寡に

応じて数段潜に累進される累道整第三単儀訟の口窪別二部料金義Ijが，一般的に採

用されてきたことが明らかになっ

前章で既述した兇の料金設定原則を摂患として，この章での考

まえた上で，各水道事業が，総費用を賄うだけの総収入を溝たしかっ，

して現行の口掻別ニ部料金制よりも公正な料金負担を求めるための

〈料金葬定を包摂したj主義の料金体系)を実施していくためには，さ

らiこどのような点に寵意しなければなちないかを指擁して，むすびにかえる。

第 l点 櫨設利用率・最大縁犠率・負詩率を向上させるという経営努力に

よって，設備投資を抑制し資本費用という間定費を軽泣することである。

施設利用率は， 1日平均配(給)水能力に対する 1日平均配当会〉水量の害i合を

もので，施設の科用状況の指標であり，

でおる。

最大稼f動率は， 1昌平均配〈給〉水能力に対する l出最大配(給)水量(1年の

中で最も配水量が多かった日の 1Bの配水量〉の割合を示すものである。

1日最大配(給)水叢に対する i日平均配〈給)水量の割合であるむ

かくして，上記の 3つの比率は，以下のような算式で表わされ，桓互に関連

している。

一日平均配(給)水量

詰平均配〈給)本能力
x 100 

一日最大配〈給〉水量

日平均韓三(給〉水能力
ハU
V

ハV
喝
2
2み
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x 100 
一日

施設利用率二口最大稼錫率×負荷率

上記の算式の関係から，水道範設を効率的に経営するに誌，最大稼働率と負

荷率を高めることによって，擁設利用率を高めることである 5 また，擁設手Ij用

率の向上は，単に水道麗設を効率的に経営するというだけでなく，新規の本掠

議設の必嬰性を抑制することに繋がることとなり，当該捷設建設にともなう

払孝Ij患や減謡積却費等の資本費用という器産費の増大を防止することになるc

しかるに，接投利用率を高めるという経堂努力によって，中長期的水道事業

経営か主上記のような水道事業の資本費用という酉定費を捉えるな己ば，この

ような固定費は漉減領向を示すようになる。そして，このような逓減額向は，

料金体系上の二部料金の罰定料金(恭本料金〉を軽減させることになり，低所

得者屠や小口需要者(家計〉が負担とならないようにシピル・ミニマムが生か

されることに直結することとなる。それゆえ，擁設利用率・最大稼{動率・負持

率を向上させると~，う経営努力は，施設の利用状況を好転させるだけでなく，

料金捧系上にも野結果をもたらすことになるので，料金体系上，留意すべき

る。

第2点 争奪11文率を向上させるという経堂努力によって，設備投資を

抑制し とL、う ることである口

予言甥率とは，

年間供給し うち実諜に有効に捷用さ

利用率と同様に施設効率性を示すーっの指標である。

x 100 
年間総配(給〉水量

有収率とは年間総配(給〉

の割合であり，桂設

年間{共給した総水量のうち実際にllX入として当該水道事業に納入された分の水

の割合であり，施設効率性を示す指標であると同時に収益性を示す指探で

もある。
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年間総有校水量

年間総、配(給)水量
ハ
υ

A
V
 

4
2
E
&
 

一般的に荷効率が高ければ高いほど，配(給)71<擁設が撃織されて謀本が少

ないことを示している。短期的視点、からは，漏水防止の整備に対する費用増が

しも水道料金収益増に直結しないので，有効率を過小評価しがちである。

しかし長期的視野からは，自額の投資をしてまでも新規の水源開発が必要で

とし寸経営窮務語かちの詩安となり，有効率は水滋事業にとって重

るG

しかるに，有効率を100%近くまで向上させるという経詰努力によって，有

効率が100%近くになるまでの…定期間，新規水源施設の必要性を毘遣するこ

とができる。それゆえ，上記の一定期間，新規水源施設建設にともなう支払科

患や減器漬却費等の資本費用という固定費の増大を防止することが可能である。

かくして，有効率の向上という経営努力は，施設利用率・最大稼働率・負荷

いう経営努力と

体系上の二部料金の窟定料金

燭や小口需要者(家計)

議設効率性を好転させるだけでなく，料金

を軽減させることになり，抵所得者

ならないようにシピ)!.-.ミニマムが生かされ

ることに直結するようになり，料金体系上にも好結果をもたらすことになるの

で，料金体系上，留意すべき撮要事項である。

宥収率iま有効無収水議(水道水が有効に使用されたが，無収である場

開えば• i湾北関水〉が各水道事業iこ必然的に生ずるので，有効率よ

り数%必ず抵くなるものの，有i反率の高抵は収益率に直結するものであり，水

道料金改定の判噺資料にもなるので，膏鶏率と関様に水道事業の料金体系ょに

とって留意すべき重要事項である。

第 3点労働生産性後向上させるという よって，人件費という摺

定費を軽減していくことである。

一穀私企業の労動生産性は，従業員一人当りの営業収益で判断される。しか

し公益企業料金は車場原理によって決められるのではなく，公共規制によっ

て決められているので舎公益企業である水道事業の労動生産性は，
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りの営業収益だけで判断されるのではなく，職員一人当りの給水人口や職員一

人当りの給水量とのバランスによって判断される。

しかるに，水道事業の場合の労働生産性の向上は，職員一人当りの給水人口

や職員一人当りの給水量を増加させていくことになるので，職員数が逓減する

ようになり，人件費という固定費の比重軽減となる。さらに，人件費の比重軽

減は，料金体系上の二部料金の固定料金(基本料金)を軽減させるようになり，

低所得者層や小口需要者(家計)が負担とならないようにシビル・ミニマムが

生かされることに直結することとなるO それゆえ，労働生産性を向上させると

いう経営努力は，料金体系上に好結果をもたらすことになるので，料金体系上，

留意すべき重要事項である。

第4点 福祉型料金制度の導入は慎重に取り扱われなければならないという

ことである。

なぜなら，福祉型料金制度(特定の使用者(生活保護世帯，高齢者世帯等)

を対象とした各種の減免措置を講じた料金制度〉の導入は，水道法第14条第 4

項11)，こ示されている公正な料金原価配分の原則に抵触することになるばかりで

なく，対象者基準の公正妥当な決定が極めて難しいからであるO また，現行の

口径別二部料金制は，前述したように小口径給水管(口径22mm以下)の使用者

である低所得者層や小口需要者(家計)に対してシビル・ミニマムの内容を導

入しており，社会福祉の趣旨がある程度すでに生かされているからでもあるO

しかるに，当然、のことながら，国の社会福祉政策は促進されていくべきであ

るが，独立採算制を原則として経営されている水道事業に，福祉型料金制度を

導入することには，以上のような理由から，慎重でなければならなL、。

以上の事項が，現行の口径別二部料金制がさらに需要者に対して公正な料金

負担を求めるべき料金体系となるために，留意されなければならない事項であ

るO

さらに，料金設定や料金体系にかかわらず，水道事業の経営にとって最も深

刻な問題は，新規の水源である。前述したように，現行の口径別二部料金制に

価格弾力性に基づいて需要抑制機能が作用する累進差別単価制が導入れている。
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しかしこの累進差別単価制をし功、iこ導入し需要抑製機能を作用させたとし

ても，長期的には水需要の避増花は避けられず，また，いかに施設利調率や有

効率や有i反率を向上させたとしても，長期的には71<需喪の逓増化に基づく供給

水量の透増化に追いつくことは不可能である。それゆえ，新規水源としてのダ

ム建設が必然的となってきた。なぜな弘水源としての約 7割を担ってきた湾

問，湖沼等の表流水が，経済発展にともなう都市化，工業化，地域開発化に

よって水質汚議が進行しているがゆえに，水調としての表流水に， これ以上，

期待することが不可能となってきていることと，地下水のくみあげや都市化に

よる培撃沈下によって，これ以上，水源としての地下水に期待できなくなって

きているからである。

しかしながら，水源胞設としてのダム建設には，在額の資金を必要とするば

かりでなく，環境保全問題や擁護問題等が必ず諏生しそれらを解決するには，

既存の市町村単位の水道事業だけでは対娃しきれなくなってきた。それゆえ，

自額の資金問題に関しては，水道がナショナ)1，;.ミニマムとして国民に容認さ

れている今日，ダムのような巨額の建設費告とともなう水源施設が後世の地域主

民にも継続して利用されてし、く社会資本であるという認識が強まっていること

からも，その建設費を政府と当該地方公共団捧が全舗ないし半額負担すると

いう公費負担明確化の鎖菱化を，環境課全問題や補償問題と許行して，積極的

に検討すべき段階にきているといえる合

かくして，水源撞設としてのダム蒐設には，以上のような問題が山議してお

り，これらの問題を解決することは容易でない。しかるに，上記のような問題

山積のダム建設に依存しないで水源を確保するという方法を尭い出していくこ

とも真剣に考えられな診ればならなしh

この方法のーっとして，現在，膏姦市水道事業が試験的に実施している水源

語養林造成事業を指摘することができる。問造成事業法，水源の上流地E互に保

水能力の護れている落葉樹としてのブナを植林し水源語養及び臨土探全を主

たる言的とした事業である。間違成事業は号Ij名を?線のダム」と弥されており，

ダム建設にともなう環壌保全問題や補護問題とは無関係になる。しかし



成事業の実施には，広大な土地ぞ必要とするので，水源地帯の土地を一定程度

広く，当該水道事業が所存しており，かっ，隣接地区の土地所有者の協力をえ

ることによって，間造成事業の実務が可能となる。それゆえ，同造成事業を実

施できる水道事業は限られているむさらに，開造成事業の実務にi本ダム建設

;まどではないが，かなりの程震の資金を必要とするので，長期計闘で実織して

いかなければならないa しかも，同造成事業誌先打投資でおち，ダム完成のよ

うに， 日に見えて効果があらわれるものではないむ

しかしこの「緑のダムJは，森林の水源説護機能や顕土課全機能を発揮す

るだけでなく，清浄で安全でおいしい水の供給と緑のうるおいの為る生活環境

の提供という保健機能の役割をも発撞する現しかるに警毘造成事業を実織でき

る自然的条件を有する水道事業は，是非実謹すべき価値ある事業であ

じま〉

(1) 水道法務14条第 4r員

厚生大患は，蔀現の認可の申請が次の各号に趨合していると認めるときは，その認

可を与えなければなちない。

一 料金が能率的な経雪の下における潤正な原題に照らし公正妥当なものであるこ

と。

料金が定率又は定額をもって明雄に定められていること。

水道事業者及び水道の需要蓄の責任に関する事項並びに給水装議工事の費用の

負担百分及びその額の算出方設が，適正かっ明確に定められていること O

密 特定の者に対して不当な着目IJ的取扱をするものでないことo




